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佐
賀
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

 

佐
賀
県
規
則
第
七
十
六
号 

 
 
 

佐
賀
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

佐
賀
県
財
務
規
則
（
平
成
四
年
佐
賀
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
百
四
十
八
条
中
「
会
計
管
理
者
、
」
を
削
る
。 

 

第
百
五
十
一
条
第
二
項
中
「
不
適
当
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
を
「
で
き
な
い
と
き
は
、
備
品
番
号
を
適
当
な
方
法
に
よ
り
表
示
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
五
十
三
条
第
二
項
を
削
る
。 

 

第
百
六
十
一
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

収
支
等
命
令
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
物
品
の
売
却
又
は
棄
却
の
決
定
を
し
た
と
き

は
、
委
任
出
納
員
又
は
物
品
出
納
員
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
品

の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
帳
簿
に
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
百
六
十
一
条
第
二
項
中
「
会
計
管
理
者
、
」
を
削
り
、
「
送
付
」
を
「
通
知
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
会
計
管
理
者
、
」
を
削
る
。 

 

第
百
六
十
五
条
中
「
重
要
物
品
」
の
下
に
「
（
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
美
術
工
芸
品
類
の
う

ち
、
一
品
の
取
得
価
格
又
は
取
得
評
価
額
が
百
万
円
未
満
の
美
術
工
芸
品
類
を
除
く
。
）
」
を

加
え
る
。 

 

第
百
六
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
百
六
十
六
条 

削
除 

 

第
百
九
十
七
条
第
一
号
中
「
、
重
要
物
品
整
理
表
」
を
削
る
。 

 
 
 

附 

則 
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（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
佐
賀
県
財
務
規
則
第
百
九
十
七
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則

の
施
行
の
日
前
に
作
成
さ
れ
た
帳
票
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 


